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公益財団法人大田区産業振興協会 
勤労者共済ホームページバナー広告掲載取扱要綱 

 

（令和５年３月 13日 要綱第 17号） 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、公益財団法人大田区産業振興協会勤労者共済（以下「勤労者共

済」という。）のホームページにバナー広告を掲載することについて必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（広告媒体の種類及び範囲） 

第 2 条 勤労者共済のホームページに掲載するバナー広告の基準は、公益財団法人大

田区産業振興協会勤労者共済ホームページバナー広告掲載取扱要綱（以下「広告掲載

取扱要綱」という。）及び公益財団法人大田区産業振興協会勤労者共済ホームページ

広告掲載基準（以下「ホームページ掲載基準」という。）による。 

 

（広告の規格） 

第 3条 広告の規格等については、次の各号に掲げるとおりとする。(別表１) 

（１）バナーのサイズ 縦 176ピクセル×横 600ピクセル 

（２）画像形式 JPG、PNG またはGIF（アニメーション不可） 

（３）データ容量 100KB 以内 

（４）枠数 １５枠 

 

（広告の申込み及び締切日） 

第 4 条 広告掲載希望者は、「バナー広告掲載申込書」（第 1 号様式）に必要事項を記

載の上、申し込むものとする。 

2 前項に規定する申込みの締切日は、原則として広告掲載希望者が掲載開始を希望す

る月の前月の 5日とする。 

 

（広告掲載の決定等） 

第 5 条 前条第 1 項の規定に基づき申し込みがあったときは、ホームページ掲載基準

及び本条第 2 項に基づき審査した後、公益財団法人大田区産業振興協会（以下「協

会」という。）理事長が広告掲載の適否を決定し、その結果について、広告掲載希望

者に「バナー広告掲載決定通知書」（第 2号様式）により通知する。 

2 広告の優先順位は、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では掲載希

望月数が多いものを優先することとし、同じ場合には、申込みの先着順とする。 

（1）公益財団法人大田区産業振興協会勤労者共済事業の会員 

（２）大田区、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの 

（３）公共的性格のある私企業で区内に事業所等を有するもの 

（４）前号に規定するもの以外の私企業で区内に事業所を有するもの 

（５）前号に規定するもの以外の私企業 
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（広告掲載期間等） 

第 6条 広告の掲載期間（以下「掲載期間」という。）は１年単位とする。ただし、前

条の規定により広告掲載可の決定を受けたもの（以下「広告主」という。）が延長を

希望し勤労者共済が必要と認めるときは、掲載期間を延長することができるものとす

る。 

2 広告掲載の掲載申込期限は、第 4条第 2項に定める期限とし、掲載開始日は 4月、

7月、10月、1月の各月 1日の年 4回とする。 

 

（広告の掲載料） 

第 7条 前条に規定する期間に係る広告の掲載料（以下「広告掲載料」という。）は１

年 18,200円(本体価格)とし、これに消費税率を乗じた額を加算する。 

  なお「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28条第１項及び第

29条並びに地方税法第 72条 82及び第 72条の 83の規定により算出した額であ

り、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消

費税等相当額は変動後の税率により計算する(1 円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする) 

2 勤労者共済会員は前項に定める広告掲載料の 5 割を減ずることができるものとす

る。 

3 第１項の規定にかかわらず、一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンタ

－経由の広告掲載料については別途協議の上、理事長が決定する。 

4 広告主は、前 3項の規定による広告掲載料を勤労者共済の指定する期日（以下「指

定期日」という。）までに、一括納付するものとする。 

5 広告掲載料は、「請求書」（第 3号様式）により請求する。 

 

（広告掲載希望者の募集） 

第 8条 広告の掲載を希望する者（以下「掲載希望者」という。）の募集は、勤労者共

済のホームページ及び会報で公募するものとする。 

2 前項の募集は、広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空きが生じたときに行う

ものとする。 

 

（広告掲載の申込み） 

第 9 条 掲載希望者は、バナー広告掲載申込書（第 1 号様式）に掲載しようとする広

告案の原稿を添えて、第４条第２項に定める掲載申込期日までに申し込むものとする。 

2 広告のバナー原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 

 

（広告掲載内容の提出） 

第 10条 広告主は、公益財団法人大田区産業振興協会勤労者共済ホームページ広告表

現ガイドラインに基づき作成した広告のバナー原案を第６条第２項に定める掲載開

始日の 1週間前までに勤労者共済に提出しなければならない。 

 

（広告内容、デザイン等の審査及び協議） 
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第 11条 広告主と勤労者共済は、前条により提出されたバナーの原案について、広告

の内容及びデザインが、勤労者共済の信用等を損なうことのないよう、必ず協議する。 

 

（広告内容等の変更） 

第 12条 勤労者共済は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEB ページ内容等が

法令に違反しているとき若しくはそのおそれがあるとき又はこの要綱等に抵触して

いると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 

 

（広告掲載の取消し） 

第 13条 勤労者共済は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その

他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 

（１） 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき 

（２） 第 10条第１項に規定する期日までに広告のバナー原案の提出がないとき 

（３） 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき 

（４） 前３号に掲げるもののほか、勤労者共済のホームページへの広告の掲載が適切

でないと判断したとき 

2 前項第１号から第４号までの規定により広告の掲載を取り消した場合は、納付済み

の広告掲載料は返還しない。 

 

（広告掲載の取り下げ） 

第 14条 広告主は自己の都合により、勤労者共済のホームページへの広告の掲載を取

り下げることができるものとする。 

2 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告主は書面により勤労者共済

に申し出なければならない。 

3 第１項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還

しない。 

 

（掲載期間の延長） 

第 15条 掲載期間内に、勤労者共済が広告を掲載できなかったときは、掲載できなか

った日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が 1日

未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。 

 

（広告掲載料の返還） 

第 16条 勤労者共済は、前条の規定により広告が掲載できなかった場合において、掲

載期間の延長が困難な場合には、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。 

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、バナー広告を勤労者共済のホームページ

から削除した日から広告掲載終了予定日までの日数で日割り計算した額とする。 

3 前 2項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。 

 

（広告主の責務） 

第 17条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものと
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する。 

2 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の

責任及び負担において解決するものとする。 

 

(その他) 

第 18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和２年８月 20日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和 5年 3月 13日から施行する。 

 

＜別表１＞ 

 

バナーのサイズ 縦 176ピクセル×横 600ピクセル 

画像形式 JPEG、PNG または GIF 

（アニメーション不可） 

データ容量 100KB以内 

枠数 15枠 

広告の見本 

 

（必ず、実際の画面でご確認ください。） 

https://otakyousai.zenpuku.or.jp/

